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電子申請方式の概要

2020年10月1日に改正中小企業退職金共済法が施行され、建退共の掛金納付方式に、現在の「証紙貼付方式」に加え、「電
子申請方式」も追加されました。

電子申請方式とは、共済証紙の代わりとなる「退職金ポイント（電子掛金）」を購入し、月に一度、共済契約者が被共済者の就
労日数を「電子申請専用サイト」に登録することで、登録された就労日数に応じて保有している退職金ポイントを掛金として納付
する方式です。

証紙貼付方式では、金融機関の窓口において共済証紙を購入し、共済手帳に証紙を貼付・消印していた作業が、電子申請方
式では、退職金ポイント購入の手続きから、就労実績の登録、掛金充当までパソコンで行えます。

元請が下請の掛金を負担する場合も、下請から提出された就労報告に基づき下請の被共済者まで掛金を充当することができ
ます。

電子申請方式の利用を開始する際は、建退共から発行しております「ログインID」と「初期パスワード」が必要となります。
※令和6年2月上旬送付のワンストップサービス開始のご案内時、全共済契約者宛にログインID及び初期パスワードを送付済。
（これまで、令和４年６月以前に加入した共済契約者は、別途電子申請方式の申込が必要でしたが、全ての共済契約者に
ID等を発行しましたので、申込は不要となりました。）

※ワンストップサービスとは・・・
建設業許可番号又は法人番号を活用し、「共済契約者住所・名称・代表者変更届」の提出が不要になるサービスです。

建退共において、建設業許可情報を入手し、変更があった際は共済契約者情報に反映させることにより、事務手続きの簡素化を図ることとしております。

このサービスの利用にあたっては、あらかじめ共済契約者の同意が必要となります。（詳細は建退共ホームページをご参照ください）
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電子申請方式での用語の解説①
電子申請方式では、「就労実績報告作成ツール」というアプリケーションと「電子申請専用サイト」というインターネットを使った
システムを使います。
建退共ホームページの「電子申請方式について」のページには電子申請の際に使用するシステムの操作説明動画やマニュアル
等も掲載しておりますので是非ご覧ください。

★退職金ポイント★
電子申請方式の際、共済証紙の代わりとなる電子ポイントです。1ポイント＝1円です。
ペイジー（インターネットバンキングやATM）または口座振替でご購入いただきます。

★就労実績報告作成ツール（略称：就労実績ツール）★
毎月被共済者の就労日を登録し、就労実績ファイルを作成するために使用します。
建退共ホームページからパソコンのデスクトップ等にダウンロードしてお使いいただきます。

★電子申請専用サイト（略称：専用サイト）★
就労実績報告作成ツールで作成した工事情報や就労実績のファイルの登録、退職金ポイン
トの購入金額等の申請を行います。利用を開始するには建退共から発行したログインIDと初期
パスワードが必要です。
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電子申請方式での用語の解説②

★掛金充当書★
電子申請方式で掛金が納付されると、電子申請専用サイトより掛金充当書が発行されます。
被共済者ごとの実績が確認できる形式もございます。掛金納付の完了を通知するものですので
ダウンロードし保管いただくようお願いいたします。

★建設業退職金共済掛金納付・充当状況証明書★
電子申請専用サイトより任意の期間を指定して発行できる証明書です。指定期間中に処理
された実績が記載されます。
また、決算日を指定し発行した際には、加入・履行証明願に記入する電子申請関係の金額
も同証明書から転記できます。
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電子申請方式の基本的な流れ

③

毎月、就労実績報告作成ツールに被共済者の就労
実績を入力後、電子申請用就労実績ファイルを作成し、
電子申請専用サイトに登録します。

最初に、就労実績報告作成ツールをダウンロードし、
自社の登録や被共済者の登録などの初期設定を行
います。

①

必要に応じて、電子申請専用サイトにて退職金ポイントを
購入します。購入完了後に電子申請専用サイトから掛金収
納書が発行されます。

②

④

掛金充当完了後、電子申請専用サイトより掛金充当書
が発行されます。掛金充当書が発行されますと当月分の
掛金納付は完了です。
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元下間連携での電子申請方式での流れ

元請
(自社)

一次
二次

①工事情報ファイル作成・受渡 （工事情報ファイル作成・受渡）

（就労実績ファイル取込）
④就労実績ファイル取込

②工事情報の登録
③退職金ポイントの購入

電子申請専用サイト

⑥（元請より掛金充当後）
各社の電子申請専用サイトにて掛金充当書発行

⑤就労報告を行い掛金充当

元請は、工事情報の作成や退職金ポイントの購入を行います。また、下請より提出される就労報告を取りまとめ、
電子申請専用サイトにて掛金充当処理を行います。
掛金充当手続き完了後には、電子申請専用サイトより元請下請それぞれに「掛金充当書」が発行されますので、
報告した就労実績との確認を行ってください。
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建設キャリアアップシステムとのデータ連携について

■建設キャリアアップシステムのデータ連携とは
・下請個別作業方式（２０２１年度より供用）
「下請個別作業方式」とは、個々の下請事業者が建設キャリアアップシステム（CCUS）に蓄積された就業履歴をダウンロードし、
就労実績報告作成ツール（就労ツール）を通じて上位事業者に就労実績を報告することで、最終的に元請事業者に就労実績が
集約されますので、一括して建退共の掛金納付を可能とするものです。

・一括作業方式（２０２２年８月より供用）
「一括作業方式」（①元請一括作業方式・②一次下請一括作業方式）とは、下請個別作業方式における個々の下請事業者の

作業を元請事業者および一次事業者が一括して行うことにより、建退共の電子申請の一層の効率化、利用促進を図ることを目
的とした新しい仕組みです。本方式では、元請事業者または元請事業者と一次事業者がCCUSより就業履歴等をダウンロードし、
就労ツールを通じて作成した就労実績を活用して、建退共の掛金納付を可能とするものです。

①元請一括作業方式
元請事業者が就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込する方法です。

②一次下請一括作業方式
各一次事業者が傘下の下請事業者の就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込したデータを元請
事業者に報告する方法です。

本資料では、元請・一次下請一括作業方式版のうち「元請一括作業方式」での作業をご説明します。



就労実績報告作成ツールでは、元下間のデータ受渡方法に2通りの利用方法を設けております。
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就労実績報告作成ツールでの利用方式について

元請
（自社）

一次 二次

工事情報
ファイル

工事情報
ファイル

就労実績
ファイル

就労実績
ファイル

１．通常版
元請が対象工事の工事情報ファイルを作成し、下請へその工事情報ファイルを渡し、下請はその工事に対する自社の
被共済者の就労日数を入力し、就労実績ファイルとして元請(上位下請)へ渡す作業方式。

２．一括作業方式
①元請一括作業方式
元請事業者が就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込する方法です。

②一次下請一括作業方式
各一次事業者が傘下の下請事業者の就業履歴をCCUSから一括してダウンロードし、就労ツールに取込したデータを

元請事業者に報告する方法です。

元請
(自社)

CCUS就業履歴ファイル
（一次以下の下請の情報も含む）

CCUSよりダウンロード
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（参考） 一括作業方式の手続概要

手順1 建退共連携設定
CCUSにログインし、建退共連携設定（現場を選択後、
元請一括／一次一括どちらかの選択）

手順2 現場・契約情報出力
現場契約情報CSVファイルをダウンロード

＜建退共関係手続＞

手順4 就労ツール工事情報ファイル作成
就労ツールで電子申請用の工事情報ファイルを
作成

＜CCUS関係手続＞

手順3 就労ツール現場・契約情報取込
元請事業者のPCに保存した現場契約情報CSV
ファイルを就労ツールに取込・内容確認

１．工事契約締結後の手続（元請一括作業方式・一次下請一括作業方式共通）
CCUSに一括作業方式現場として登録、建退共への現場契約情報の登録
※公共工事では、契約後40日以内(電子申請方式の場合)に発注者に掛金収納書の提出が義務付けられているため契約に応じた所定の退職金ポイントを事前に購入する必要
があります。
なお、一括作業方式の場合、原則、元請事業者が退職金ポイントを事前に購入することを前提としています。

元請事業者が、以下の手続を実施（手順0～5）

手順0 就労ツールダウンロード・初期設定
建退共ホームページで就労ツールをダウンロード
し、会社情報を登録
※一次下請一括作業方式の場合、各一次事業者も実施

手順5 電子申請専用サイトへのアップロード
作成した工事情報ファイルを電子申請専用サイトへアッ
プロード（現場契約情報の登録完了）

取込

元請事業者
のみ手続

元請・一次事業者
共通手続

一次事業者
のみ手続



10

手順6 就業履歴情報等ダウンロード
CCUSにログインし、就業履歴情報等ファイルをダウ
ンロード手順7 就労ツールへ就業履歴情報等取込

元請事業者のPCに就業履歴情報等ファイルを保存
し、就労ツールに取込の上、内容確認

手順9 電子申請専用サイトへのアップロード
作成した就労実績ファイルを電子申請専用サイトへアッ
プロード

手順8 就労ツール就労実績ファイル作成
就労ツールから電子申請用の就労実績ファイルを
作成

取込

※毎月10日に就業履歴情報等ファイルが元請事業者のCCUS画面のダウンロードメニューに格
納される。

就業履歴

建レコ
API認定システム

CCUS
ログイン

＜建退共関係手続＞ ＜CCUS関係手続＞

２-１．原則、毎月の手続（元請一括作業方式の場合）
CCUS就業履歴を活用した建退共へのデータ連携

元請事業者
のみ手続

元請・一次事業者
共通手続

一次事業者
のみ手続元請事業者が、以下の手続を実施（手順6～9）

以上で、毎月の就労実績報告は完了です。
これにより、元請事業者が事前に購入した退職金ポイントが、被
共済者の掛金に充当されます。

（参考） 一括作業方式の手続概要
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手順6 就業履歴情報等ダウンロード
CCUSにログインし、就業履歴情報等ファイルをダウ
ンロード

元請事業者

一次Ｂ建設

一次Ｃ建設

就業履歴

建レコ
API認定システム

CCUS
ログイン

手順7 就労ツールへ就業履歴情報等取込
各事業者のPCに就業履歴情報等ファイルを保存し、
就労ツールに取込の上、内容確認

手順9 電子申請専用サイトへのアップロード
作成した就労実績ファイルを電子申請専用サイトへアッ
プロード

手順7-2 就労実績ファイルの元請事業者提出
各一次事業者は就労ツールで就労実績ファイルを作成
元請事業者にメール等で提出

取込

※毎月10日に就業履歴情報等ファイルが元請事業者と各一次事業者の
CCUS画面のダウンロードメニューに格納される。
※元請事業者所属の技能者及び所属事業者不明の技能者の就業履歴があ
る場合、元請事業者の就業履歴情報等ファイルに出力される。

手順8 就労ツール就労実績ファイル作成
就労ツールで電子申請用の就労実績ファイルを
作成

手順7-3 各一次事業者の就労実績ファイル取込
各一次事業者から報告された就労実績ファイルを就労
ツールへ取込

＜建退共関係手続＞ ＜CCUS関係手続＞

２-２．原則、毎月の手続（一次下請一括作業方式の場合）
CCUS就業履歴を活用した建退共へのデータ連携

元請事業者
のみ手続

元請・一次事業者
共通手続

一次事業者
のみ手続元請事業者と各一次事業者が、以下の手続を実施（手順6～9）

以上で、毎月の就労実績報告は完了です。
これにより、元請事業者が事前に購入した退職金ポイントが、被
共済者の掛金に充当されます。

（参考） 一括作業方式の手続概要
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掛金納付の流れ 作業フロー図(元請一括作業方式)

工程１
（初回のみ）

工程２
（必要に応じて）

工程３
（月次で行う）

工程４
（決算期末）

ダウンロードから

初期設定 P16

ログイン P45

CCUSからの現場・契約情報のダウン

ロード、取込 P25

電子申請専用サイト用工事情報ファイ

ルの作成 P30

工事情報の登録 P48

退職金ポイント購入（申請・承認） P50

掛金収納書のダウンロード P56

CCUSからの就業履歴のダウン

ロード、取込 P31

就労実績の確認 P40

電子申請用就労実績ファイルの

作成 P43

就労実績報告（申請・承認） P57

掛金充当書のダウンロード P62

納付証明書のダウンロード

P64

就労実績
報告作成ツール

電子申請
専用サイト
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「840_建退共連携」を押下すると、「10_電子申請現場設定」が表示
事業者の事業者責任者、第一階層管理者、第二階層管理者、第三階層管理者、
現場管理者（管理者権限）が登録可能

「登録」を押下

「10_電子申請現場設定」を押下すると、
電子申請現場設定画面が表示

元請一括作業方式・一次下請一括作業方式で建退共と連携する場合、本設定が必ず必要です。
建退共連携の現場設定は、元請事業者の事業者責任者、第一階層管理者、第二階層管理者、第三階層管理者、現場管理者（管理者権限）の
管理者が行います（現場設定担当者）。

CCUS側での建退共連携設定
(一括作業方式利用時の事前作業)

https://www.ccus.jp/attachments/show/624ab7a6-a944-4cf5-a8e1-148dc0a8081b
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検索条件を入力して「検索」を押下
※検索条件を入力しないで検索することも可能、その場合、登録した現場で建退共連携
を設定していない現場の情報が表示
※現場契約情報の就業履歴蓄積期間_終了日を過ぎた現場は非表示

建退共連携する現場
を選択

出力方法を選択して、「決定」を押下

元請一括作業方式を利用するか一次下請一括作業
方式を利用するか選択
※元請一括・一次一括どちらかの選択
※初期設定は⦿元請一括

自社が元請事業者である全現場から、現場ID、現場名、現場事務所住所で検索した結果が、「現場一覧」に表示されますので、建退共連携を
設定する現場を選択したうえで、「元請一括」か「一次一括」を選択してください。
現場IDで検索する場合、現場IDの入力誤りに注意してください。

CCUS側での建退共連携設定
(一括作業方式利用時の事前作業)
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CCUS側での建退共連携設定
(一括作業方式利用時の事前作業)

「はい」を押下

建退共連携設定をした情報は、自動で削除されないため、出力方法が誤っていたり変更したい場
合、「削除」を押下、削除後、再度登録することが可能
設定された現場を削除できるのは、元請事業者の事業者責任者と現場設定担当者

登録が完了すると、電子申請現場設定の一覧に表示されます。
【出力方法を誤っていたり変更したい場合】
「削除」した上で再登録することが可能ですが、削除できるのは、元請事業者の事業者責任者と現場設定担当者です。
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定

建退共本部ホームページより就労実績報告作成ツールダウンロードページへお進みください。

ここを
クリック

ス
ク
ロ
ー
ル



共済契約者番号を入力

ダウンロード開始ボタンをクリック。

Zipファイルがダウンロードされますので、解凍もしくは
展開を行ってください。
（次ページより展開作業をご案内します。）
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定

Windowsボタンを
右クリック

エクスプローラーをクリック



ドラッグアンドドロップとは
マウスの左ボタンを
押したまま維持して
デスクトップ上に
マウスを移動して
左ボタンを離してください

ドラッグアンドドロップ

19

就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定



移動した
KnReportToolを
右クリック

すべて展開を
クリック

展開を
クリック

20

就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定

展開したフォルダを
ダブルクリック

就労実績報告作成ツールを
ダブルクリックで起動

起動画面が表示されます。



新規登録から始めるをクリック
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就労実績報告作成ツールについて
①ダウンロードから初期設定

一括作業方式版を利用するをクリック
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就労実績報告作成ツールについて
②自社情報の登録

共済契約者番号から共済契約者名が自動的に表示されます。
定期的に情報を更新していますがご加入から間もない場合は
表示されませんので、手入力をお願いします。
名称を変更された場合も、直接入力してください。

「＊」の付いた項目は
必須入力欄

入力が終わったら
クリック

CCUS事業者IDを忘れずに入力
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就労実績報告作成ツールについて
②自社情報の登録

自社工事の入力開始日を入力
（あとから変更も可能）

ＯＫをクリック

通常メニューを利用するを選択
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検索条件を入力して「検索」を押下
※検索条件を入力しないで検索することも可能、
その場合、登録した現場が全て情報に表示

元請事業者が行う作業のため、
⦿自社が登録した現場を選択

「60_自社に関する現場・就業履歴」を押下
現場の検索画面が表示

「510_閲覧」を押下すると、
「60_自社に関する現場・就業履歴」
が表示

該当現場を選択

該当現場を選択した状態で、
「現場・契約」を押下

就労ツールに登録する現場の現場・契約情報を出力します。

就労実績報告作成ツールについて
③CCUSからの現場・契約情報のダウンロード、取込
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登録内容を確認した上で、
「CSV出力」を押下

登録内容を確認した上で、CSVデータを出力します。

就労実績報告作成ツールについて
③CCUSからの現場・契約情報のダウンロード、取込
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就労実績報告作成ツールについて
③CCUSからの現場・契約情報のダウンロード、取込

（５）工事データ作成・受渡を
クリック

②就労実績報告作成業務タブ
をクリック

（カ）CCUS現場・契約情報関連付け
をクリック

CCUSから出力した現場・契約情報ファイルを就労ツールに取り込みます。
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就労実績報告作成ツールについて
③CCUSからの現場・契約情報のダウンロード、取込

ファイル選択をクリックし、
CCUSから出力した現場・
契約情報ファイルを選択

取込実行をクリック

※一括作業方式の場合、工事情報の工事コードは現場
IDとイコールであることが必須となります。
必ず、「現場IDを使う」を選択し、現場・契約情報ファイル
の取込をおこなってください。

一括作業方式を使用する場合、
現場IDを使うをクリック

工事期間の開始日に工事契約日
を入力（終了日は空欄でも可）

一括作業方式を使用する場合、
締日を月末に設定
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就労実績報告作成ツールについて
④選択中の工事の切替

就労実績報告作成ツールでは、選択中の工事に対して作業を行います。
作業を行いたい工事へ切り替えます。

（２）選択をクリック

作業を行いたい工事をクリックし、
選択ボタンをクリック

選択中の工事が
切り替わったことを確認
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就労実績報告作成ツールについて
⑤電子申請専用サイト用工事情報ファイルの作成

④電子申請用タブをクリック

（１１）電子申請ファイルの作成をクリック

（１５）工事情報ファイル作成を
クリック

対象工事にチェック

作成するをクリック

作成された就労実績情報電子申請用ファイル
を電子申請専用サイトへ登録
（登録方法はP48へ）



「10_帳票ダウンロード」を押下すると、
帳票ダウンロードは画面が表示

毎月末締めで現場毎にCCUSに登録された就業履歴を自動集計し、翌月10日を目途に「帳票ダウンロード」に格納されます。
建退共連携データ（就業履歴情報等）は元請一括作業方式を選択した場合、現場設定担当者に、一次下請一括作業方式を選択した場合、
元請事業者では現場設定担当者に、一次事業者では事業者責任者に格納されます。
CCUSの就業履歴を電子申請に活用するためには、建退共で入力必須としている共済契約者番号、被共済者番号等をCCUSに登録している
必要があります。事前に登録情報を確認してください。

31

「910_ダウンロード」を押下すると、
「10_帳票ダウンロード」が表示

就労実績報告作成ツールについて
⑥CCUSからの就業履歴のダウンロード、取込
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建退共に連携する現場の「帳票をダウンロード」します。
ダウンロードファイルはZIPファイルになっています。ダウンロードしたファイルを就労ツールに取込みます。ファイルは「就業履歴蓄積期間
（終了日）」の翌月まで作成されます。
帳票が格納されてからダウンロードできる期間は、180日間です。
一度、削除した帳票を再度ダウンロードすることはできません。

就労ツールに連携する現場の操作の
「ダウンロード」を押下、
ダウンロードすると、ダウンロード実行日時と
ダウンロード実行回数が更新

ファイル名
KENTAIKYO_●●_現場ID_出力対象年月_帳票作成完了日時.zip
※●●は出力方法によって異なる
元請一括の場合、00
一次一括の場合、元請事業者は99、一次事業者は01
ファイルは、現場単位で作成

帳票名：指定した出力方法を表示
帳票出力条件：現場ID・現場名・元請事業者
ID・元請事業者名
を表示

CCUSより就労履歴情報ファイルをダウンロード

就労実績報告作成ツールについて
⑥CCUSからの就業履歴のダウンロード、取込
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就労実績報告作成ツールについて
⑥CCUSからの就業履歴のダウンロード、取込

CCUSからダウンロードした就業履歴等データを就労ツールへ取込みます。

（５）工事データ作成・受渡を
クリック

（ケ）一括取込をクリック

（セ）元請用CCUS一括ファイル
取込をクリック
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就労実績報告作成ツールについて
⑥CCUSからの就業履歴のダウンロード、取込

ファイル選択をクリックし、CCUSから
出力した就業履歴情報ファイルを選択

内容確認をクリック

確認結果がすべてOKで
あることを確認

※CCUSでは、1つの現場において複数の
契約を１つの現場IDに登録することは可能
ですが、その場合、就労ツールでは、「主
たる契約」とした１つの契約しか連携でき
ません。そのため、就労ツールに複数の
契約情報を登録する場合は、まずは
CCUS画面上で契約数に応じた現場登録
をしてください。

※登録した工事契約日とCCUSに登録している契約工期開始日（契約情報
の登録がない場合は就業履歴蓄積期間開始日）が異なる場合、登録した工
事開始日はCCUSの契約工期開始日に上書きされます。



35

就労実績報告作成ツールについて
⑥CCUSからの就業履歴のダウンロード、取込

取込結果が保存されます。

フォルダ選択をクリック

取込実行をクリック

フォルダ選択をクリックし、取込結果
レポート保存先をデスクトップ等に
選択

デスクトップ等に取込結果レポート
がZIP形式で出力される



取り込みを行った際にファイルの内容によってはエラーが発生することがあります。エラーの発生するタイミングやメッセージで
対応方法が変わります。以下は主なエラーメッセージです。その他のエラーについては、マニュアル就労実績報告作成ツール
一括ファイル取込をご参照ください。

メッセージ 内容 対応方法

指定されたファイルはCCUS元請用/一次下請用ファイルではありません。
（ファイル内容無し）

・空ファイルとなっている。 ダウンロードしたファイルが間違っていない
か確認してください。

指定されたファイルはCCUS元請用/一次下請用ファイルではありません。
（行頭ラベル相違）

・ファイルの構造が間違っている。 ダウンロードファイルの文字コードを変換せ
ずに保存して使用してください。

指定されたファイルはCCUS元請用/一次下請用ファイルではありません。
（ファイルヘッダー情報無し）

・ファイル内のヘッダー情報がない。 ダウンロードしたファイルが間違っていない
か確認してください。

指定されたファイルはCCUS元請用ファイルではありません。
一次下請としてダウンロードしたファイルの場合、一次下請用ファイル取込機能
を使用してください。

・一次下請一括用ファイルを元請一括ファイル取
込画面で取り込もうとしている。

一次下請一括ファイル取込画面で取込を
行ってください。

指定されたファイルはCCUS一次下請用ファイルではありません。
元請としてダウンロードしたファイルの場合、元請用ファイル取込機能を使用して
ください。

・元請一括用ファイルを一次下請一括ファイル取
込画面で取り込もうとしている。

元請一括ファイル取込画面で取込を行って
ください。

ファイルのバージョンが本アプリケーションの登録と異なります。 ・ファイルのバージョンが就労実績報告作成ツー
ルに取り込めないバージョンになっている。

最新バージョンの就労実績報告作成ツール
で取込を行ってください。

ファイル作成日時が不正です。 ・ファイルの作成日時が正しくない。 ダウンロードしたファイルを編集せず、取込
してください。
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就労実績報告作成ツールについて
⑦CCUS就業履歴取込時のエラー

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/denshi/denshi2.html


取り込みを行った際にファイルの内容によってはエラーが発生することがあります。エラーの発生するタイミングやメッセージ
で対応方法が変わります。以下は主なエラーメッセージです。その他のエラーについては、マニュアル就労実績報告作成
ツール一括ファイル取込をご参照ください。

エラーコード エラー理由 内容 対応方法

NE4003 雇用会社が建退共未加入 雇用会社が建退共未加入会社となっ
ている。

建退共に加入しているがCCUSに登録していない場合、登録
内容変更申請していただく必要があります。登録情報変更後
の翌月から反映されます。なお、建退共未加入会社の就業履
歴は取り込めません。

NE4020 被共済者番号が不正 被共済者番号が間違っている。 CCUSに登録している技能者情報に誤りもしくは登録がありま
せん。建退共に加入している場合、登録情報を変更いただく
必要があります。登録情報変更後の翌月から反映されます。

NE4026 事業者情報に存在しない雇
用事業者ID

事業者情報に存在しない雇用会社を使
用した就業履歴がある。

CCUSに登録している就業履歴に雇用事業者IDの登録がない
ため、取込できません。

NE4100 遡及データにつき調整数とし
て処理済み

遡及データを当月の調整数に登録した。
(エラーではない)

エラーではありませんので対応は不要です。
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就労実績報告作成ツールについて
⑦CCUS就業履歴取込時のエラー

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/denshi/denshi2.html


CCUSに共済契約者番号を登録していない場合、就労ツールへ就業履歴情報等の取込を行う際に共済契約者番号もしくは
法人番号の入力が必要になります。
CCUSで共済契約者番号の登録有無を確認する場合、以下の方法で確認可能です。

「60_自社に関する現場・就業履歴」を押下すると、
現場の検索画面が表示

「510_閲覧」を押下すると、
「60_自社に関する現場・就業履歴」が表示

該当現場を選択

該当現場を選択した状態で、
「下位事業者一覧」を押下

CSVもしくは帳票で確認することも可能

登録の有無を確認可能
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（参考） 共済契約者番号登録有無の確認方法



CCUSに被共済者番号を登録していない場合、就労ツールに就業履歴情報等の取込ができません。
CCUSで被共済者番号の登録有無を確認する場合、以下の方法で確認可能です。
※就業履歴の登録がある技能者のみ確認可能です。

「60_自社に関する現場・就業履歴」
を押下すると、
現場の検索画面が表示

「510_閲覧」を押下すると、
「60_自社に関する現場・就業履歴」
が表示

該当現場を選択

該当現場を選択した状態で、
「就業履歴（月別カレンダー」を押下

CSVで被共済者番号を確認することも可能

登録の有無を確認可能
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（参考） 被共済者番号登録有無の確認方法
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就労実績報告作成ツールについて
⑧就労実績の確認

（タ）就労実績報告作成・編集をクリック（８）就労実績報告データ作成・受渡をクリック

CCUSより取り込んだ就労実績の内容を確認します。



入力方法①
働いた日付の欄をクリックし数字の1を入力入力方法②

調整数の欄に直接当月の
就労日数の合計を入力

入力方法③
一括処理で一度に複数の
日付を指定して入力

入力が終わったら保存するをクリック様式で確認することも可能です。
次ページへ

41

当月の被共済者の就労実績を入力していきます。

就労実績報告作成ツールについて
⑧就労実績の確認
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様式5をクリック

様式PDFで内容確認

入力した就労実績内容を様式で確認することができます。
電子申請を行う前に内容をご確認ください。

就労実績報告作成ツールについて
⑧就労実績の確認
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就労実績報告作成ツールについて
⑨電子申請用就労実績ファイルの作成

作成した就労実績を電子申請専用サイトへ報告するための電子申請専用ファイルを作成します。

④電子申請用タブから
（１１）電子申請ファイルの作成、

（１６）就労実績ファイル作成をクリック

作成された就労実績情報電子申請用ファイル
を電子申請専用サイトへ登録
（登録方法はP57へ）

保存先のフォルダを指定

作成するをクリック

作成したい就労実績の
対象工事にチェック



電子申請専用サイトでは、就労実績報告作成ツールで作成した工事情報の登録や退職金ポイントの購入
や掛金納付に係る作業を行います。
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電子申請専用サイトについて
①電子申請方式のログインID及び初期パスワード

これまで、令和４年６月以前に加入した共済契約者
は、別途電子申請方式の申込が必要でしたが、ワン
ストップサービスの開始に伴い、全ての共済契約者
にID等を発行しましたので、申込は不要となりました。

なお、令和４年７月以降に加入した共済契約者へは、
契約時に「電子申請専用サイト開通通知」を発行し
ております。

ワンストップサービス案内文書



・電子申請専用サイトへのアクセス方法

建退共本部ホームページ 電子申請方式について⇒3.電子申請専用サイト（別サイトへリンクします）をクリック。
※資料では、１２.電子申請専用サイト体験版（緑枠）画面を使用しております。
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電子申請専用サイトについて
②ログイン方法

電子申請専用サイト ログイン画面



④電子申請用タブをクリック

（１３）電子申請専用サイトへをクリック
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電子申請専用サイトについて
②ログイン方法

就労実績報告作成ツールからも電子申請専用サイトへアクセスすることが可能です。
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「ワンストップサービス案内文書」もしくは「電子申請専用サイト開通通知」に記載のログインID・初期パスワードを使用
してログインしてください。
※電子申請専用サイトの利用には、メールアドレスの登録が必須です。
建退共からのメールアドレス「noreply@mail.kentaikyo-denshi.jp」を受信できるよう設定をお願いします。

電子申請専用サイトについて
②ログイン方法

ワンストップサービス案内文書

電子申請専用サイト開通通知
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電子申請専用サイトについて
③工事情報の登録

工事タブをクリック

工事情報登録・修正
をクリック

対象の工事情報ファイルを選択

ファイル選択後、
取込開始をクリック

電子申請専用サイトへ工事情報の登録を行います。



工事追加情報登録をクリック
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電子申請専用サイトについて
③工事情報の登録

掛金納付の考え方の式を利用して
購入する場合は、必要事項を入力

該当箇所の有無をクリック

登録確認をクリック

工事に追加の情報を登録する場合の作業
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電子申請専用サイトについて
④退職金ポイントの購入（申請・承認）

ポイント管理のタブをクリック

退職金ポイント購入・移動（申請）・残高確認をクリック

電子申請での掛金納付に必要な退職金ポイントの購入手続きを行います。
資料では支払方法でペイジーを選択した場合について説明しております。

対象工事の勘定を選択してください。

ペイジー振込申請をクリック

・ポイント購入 申請
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電子申請専用サイトについて
④退職金ポイントの購入（申請・承認）

登録確認をクリック

・ポイント購入の考え方について

下記の選択肢から適したものをご選択し、
購入内容を入力してください。

赤枠内に購入内容を入力し、登録確認をクリックしてください。
なお、退職金ポイントは最低購入金額3,000円以上としており、
10円単位で購入することが可能です。
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電子申請専用サイトについて
④退職金ポイントの購入（申請・承認）

この時点では、購入処理は完了しておりません。
申請完了後に、承認作業を行うことで購入が確定します。

内容確認画面にて、内容を確認し、
申請をクリックしてください。

申請完了後には、ポイント承認権限保有者へ購
入の承認依頼メールが届きます。
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電子申請専用サイトについて
④退職金ポイントの購入（申請・承認）

ポイント管理タブをクリック

退職金ポイント購入・移動（承認）をクリック

・ポイント購入 承認
承認作業完了後に、購入が確定します。
承認漏れにご注意ください。

承認を行う購入内容を選択。

承認・差戻しをクリック
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電子申請専用サイトについて
④退職金ポイントの購入（申請・承認）

承認完了後、1時間～1時間半程度でペイジーでの
支払に関するメールが届きます。
メールが届きましたら入金の手続きを行ってください。

内容確認画面にて、
承認をクリック

内容確認していただき、承認作業を行ってください。



≪このメールは、建退共電子申請システムにおいて、ペイジー振込申請
が承認されたことにより受付が完了した際にお送りしております。≫

税金・料金払込み

税金・料金払込み

ＡＴＭ

「収納機関番号」

57046

「お客様番号」

2001x123xxx12

「確認番号」
12xxxx78

払込先 独立行政法人勤労者退職金共済機構

お客様番号 2001x123xxx12

タッチ

メールから転記

お名前 100-9999

払込内容 退職金掛金

払込金額 32,000円

お預入れ

残高照会 振込

お引き出し

≪このメールは、建退共電子申請システムにおいて、退職金ポイント購入
のペイジー振込処理が完了した際にお送りしております。≫

払込完了から1時間～1時間半後（17時以降は翌日9時頃）
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電子申請専用サイトについて
④退職金ポイントの購入（申請・承認）

承認完了後に送付される「ペイジー振込申請受付のご案内」メールに入金に必要な番号が記載されておりますの
で、金融機関のATMもしくはインターネットバンキングにて入金手続きを行ってください。
（利用可能な金融機関は事前にご確認ください。）
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電子申請専用サイトについて
⑤掛金収納書のダウンロード

帳票管理タブをクリック

帳票ダウンロードをクリック

対象帳票の出力ボタンをクリック

入金から1時間～1時間半後（17時以降は翌日9時頃）にダウンロード可能
発行時には通知が届きます。

PCに保存または印刷
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電子申請専用サイトについて
⑥就労実績報告（申請・承認）

就労実績報告(申請)をクリック

就労報告タブをクリック

取込開始をクリック

・就労実績報告 申請
就労実績報告作成ツールより出力した、就労実績電子申請用ファイルを電子申請専用サイトへ登録します。

電子申請専用就労実績ファイルを選択

電子申請専用就労実績ファイルを
選択し開くをクリック
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電子申請専用サイトについて
⑥就労実績報告（申請・承認）

就労実績ファイル内容が表示されますので、内容をご確認いただき報告をクリックしてください。

報告をクリック
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電子申請専用サイトについて
⑥就労実績報告（申請・承認）

就労報告タブをクリック

就労実績承認・差戻をクリック

・就労実績報告 承認
申請から２営業日後に就労実績の承認作業を行うことで被共済者への掛金充当が確定します。
また、承認を行わなくても、申請から５営業日後に自動承認されます。
（※ポイント不足の場合は、購入後に自動的に処理されます。）

対象の就労実績を選択し、
承認・差戻しをクリック



就労報告にエラーが発生している場合はエラーCSVファイルが作成されますので、内容をご確認ください。
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電子申請専用サイトについて
⑥就労実績報告（申請・承認）



内容確認

承認をクリック

就労報告が問題なければ、承認ボタンをクリックし、承認作業を完了します。
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電子申請専用サイトについて
⑥就労実績報告（申請・承認）
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電子申請専用サイトについて
⑦掛金充当書のダウンロード

掛金充当完了後、2営業日後に掛金充当書発行の通知が届きます。

帳票管理タブをクリック

帳票ダウンロードをクリック

PCに保存または印刷

対象帳票の出力ボタンをクリック
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電子申請専用サイトについて
⑦掛金充当書のダウンロード

①個人情報保護のため、
番号、氏名にマスク（伏字）処理
をしています。

②今回の掛金納付日数

③今回分を加算した累積の掛
金納付日数を記載。
（同時に手帳更新や元請に掛金納
付された場合等稀に最新とならない
場合もあります。）

掛金充当書の記載内容は下記のとおりです。



帳票管理タブを
クリック

納付証明書の発行依頼をクリック

決算期間を入力

発行依頼をクリック
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電子申請専用サイトについて
⑧納付証明書のダウンロード

納付証明書「建設業退職金共済掛金納付・充当状況証明書」とは、決算期間内での電子申請での金額を記
載した帳票です。
指定期間中に処理された実績が記載されます。
発行依頼から2営業日後に発行されます。



帳票管理タブをクリック

ス
ク
ロ
ー
ル

出力をクリック
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電子申請専用サイトについて
⑧納付証明書のダウンロード

納付証明書が発行されると通知が届きます。

帳票ダウンロードをクリック



赤枠内は、経審用加入履行証明願の記入内容です。
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電子申請専用サイトについて
⑧納付証明書のダウンロード
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その他電子申請方式について

●建退共本部電子申請方式システム操作方法についてのお問い合わせ先（専用コールセンター）

TEL 0120-006-175 受付時間:（平日）9:00～17:00

●電子申請専用サイトからできるオンライン申請について
以下の手続きにつきまして、電子申請専用サイトから申請可能となりました。
オンライン申請で手続きを行えば、データで建退共へ提出されるため紙の印刷や郵送の手間が
なくなり便利になります。

①建設業退職金共済手帳申込
②共済手帳紛失による再交付申請
③共済契約者証（事務受託者証）交付申請

tel:0120-006-175
tel:0120-006-175


参考（サンプルデータ）
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・説明会用サンプル会社情報


